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民
間
木
造
住
宅
の
耐
震
相
談
会

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
古
い
木
造
住
宅
の
倒
壊
に
よ
り
、
多
く
の
人
が

犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
被
害
を
最
小
限
に
く
い
止
め
る
た
め
に

は
、
日
ご
ろ
か
ら
の
心
が
け
が
大
切
で
す
。
町
で
は
、
地
震
災
害
等
に
備
え
て
、

専
門
者
に
よ
る
木
造
住
宅
の
耐
震
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

対

象

建

築

物

（
①
〜
③
全
て
に
該
当
）

①
町
民
が
所
有
し
、
自
ら
居
住
し
て
い
る
建

築
物

②
昭
和
五
六
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
も
の

③
二
階
建
以
下
の
木
造
在
来
工
法
の
戸
建
住

宅
又
は
兼
用
住
宅

予
定
件
数　

六
〇
件（
一
日
あ
た
り
二
〇
件
）

費
用　

無
料

日
時
（
各
日
、
十
三
時
〜
十
六
時
三
〇
分
）

　

第
一
回　

五
月
三
〇
日（
日
）

　

第
二
回　

五
月
三
一
日（
月
）

　

第
三
回　

六
月
一
日（
火
）

場
所　

役
場
四
階
大
会
議
室

相
談
会
に
持
参
す
る
も
の

　

当
日
は
、
確
認
申
請
書
や
平
面
図
又
は
、

間
取
り
図
な
ど
の
図
面
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

相
談
会
参
加
申
込
み
・
問
合
せ

　

五
月
六
日（
木
）〜
二
五
日（
火
）

　
（
十
二
時
〜
十
三
時
、
土
・
日
・
祝
を
除
く
）

の
間
、
電
話
又
は
窓
口
へ
直
接

　

都
市
計
画
課　

�
内
線
三
五
四

※
予
定
件
数
に
達
し
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。

　

な
お
、
耐
震
相
談

を
受
け
た
人
で
、
下

記
の
現
地
診
断
、
耐

震
補
強
工
事
等
の
実

施
を
希
望
す
る
場
合

は
、
別
途
、
町
の
補

助
制
度
が
利
用
で
き

ま
す
。

補助概要

各行為に係る金額の概要
補助金の対象となる行為

自己負担額補助金額総額

１万円２万円３万円
相談会での総合評点（※）が１．０未満の場合、

専門者が現地を確認
現地診断①

２万５千円２万５千円５万円

現地診断でも総合評点（※）が１．０未満の場

合、より専門的な観点から診断とそれに基

づいた基本的な計画

精密診断･耐震改

修計画書の作成
②

６万円６万円１２万円
実際に工事を行なう為に改修計画書に基づ

いた設計図の作成

耐震補強工事図面

の作成
③

１万５千円１万５千円３万円
補強工事の施工に関して行なう見積書の確

認、中間検査、完了検査、監理報告

耐震補強工事に係

る監理
④

残額最高限度３０万円相当額補強工事図面に基づいて行なう補強工事耐震補強工事費⑤

※総合評点とは、木造住宅の耐震構造性能を総合的に判断するもので、建物の安全性を数値で示すものです。



９

お
知
ら
せ

西
東
三
鬼
大
賞　

名
倉　

京
子（
横
浜
市
）

　

風
紋
の
ま
ま
の
砂
山
三
鬼
の
忌

葉
山
町
長
賞　
　

葉
狩　

明
子（
葉
山
町
）

葉
山
町
議
会
議
長
賞田

中　
　

隆（
東
京
都
）

葉
山
町
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

小
峰
芙
美
子（
葉
山
町
）

葉
山
町
観
光
協
会
長
賞

今
関
十
三
里（
大
和
市
）

葉
山
町
俳
句
協
会
長
賞

伊
藤　

是
孝（
鎌
倉
市
）

第
六
回　

西
東
三
鬼
大
賞

入
選
句
発
表（
敬
称
略
）

平
成
十
五
年
度
公
文
書
公
開
・

個
人
情
報
保
護
制
度
運
用
状
況

�
公
文
書
公
開
制
度
運
用
状
況

　

分
野
別
請
求
件
数
（
四
三
件
）

　
　

総
務
関
係　
　
　
　
　
　

九
件

　
　

福
祉
環
境
関
係　
　
　

十
五
件

　
　

都
市
経
済
関
係　
　
　
　

四
件

　
　

教
育
関
係　
　
　
　
　
　

七
件

　
　

消
防
関
係　
　
　
　
　
　

二
件

　
　

議
会
・
監
査
・
そ
の
他　

六
件

　

処
理
状
況

　
　

公
開　
　
　
　

三
九
件

　
　

一
部
公
開　
　
　

七
件

　
　

非
公
開　
　
　
　

五
件

　
　

不
存
在　
　
　

二
六
件

　
　

取
り
下
げ　
　
　

一
件

＊
一
件
の
請
求
で
分
野
別
・
処
理
と
複

数
に
関
わ
る
請
求
が
あ
る
た
め
、
合

計
件
数
は
一
致
し
ま
せ
ん
。

�
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

　

登
録
件
数　
　
　

二
十
八
件

　

開
示
請
求
等　
　
　
　

〇
件

問
合
せ　

企
画
課　
　

�
内
線
三
三
一

　

平
成
十
六
年
三
月
か
ら
草
津
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
が
開
設
さ
れ
、
各
種
情
報
の
取
得

が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.tow
n.kusatsu.gunm

a.jp/

問
合
せ　

草
津
町
役
場

　

�
〇
二
七
九－

八
八－

〇
〇
〇
一

草
津
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ス
タ
ー
ト
！

　

六
月
一
日
現
在
で
、
事
業
所
・
企
業
統
計

調
査
、
商
業
統
計
調
査
及
び
サ
ー
ビ
ス
業
基

本
調
査
の
三
つ
の
調
査
が
全
国
一
斉
に
同
時

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
総
務
省
と
経
済
産
業
省
が

実
施
す
る
も
の
で
、
三
つ
の
調
査
が
一
枚
の

調
査
票
で
行
わ
れ
ま
す
。
調
査
対
象
は
、
全

国
す
べ
て
の
民
営
の
事
業
所
で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
地
域
開
発
計
画
や
都
市
計

画
な
ど
の
基
礎
資
料
や
、
国
や
都
道
府
県
・

市
町
村
に
お
け
る
商
業
の
育
成
、
サ
ー
ビ
ス

産
業
の
振
興
等
に
係
る
諸
施
設
の
企
画
・
立

案
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。

　

五
月
下
旬
に
調
査
員
が
調
査
票
の
記
入
の

お
願
い
に
各
事
業
所
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

問
合
せ　

神
奈
川
県
企
画
部
統
計
課

　

事
業
所
・
企
業
統
計
班

　

�
〇
四
五－

二
一
〇－

三
二
三
三

　

商
業
統
計
班

　

�
〇
四
五－

二
一
〇－

三
二
一
七

　

葉
山
町
企
画
課
�
内
線
三
三
一

事
業
所
・
企
業
統
計

調
査
、
商
業
統
計
調

査
及
び
サ
ー
ビ
ス
業

基
本
調
査
の
お
願
い

　

児
童
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

が
、
毎
年
六
月
に
所
得
年
分
の
見
直
し
を
し

て
い
ま
す
。

　

前
年
度
所
得
制
限
超
で
手
当
を
受
給
し
て

い
な
い
場
合
も
、
今
年
度
の
要
件
を
満
た
せ

ば
受
給
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

新
た
に
申
請
す
る
時
は
、
五
月
中
に
「
認

定
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

福
祉
課
�
内
線
二
三
七
・
二
三
八

児

童

手

当
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NPO葉山まちづくり協会（旧葉山まちづくり支援協会）から

第4回まちづくり活動助成

　葉山生活文化を継承、創造し、葉山をもっとすてきにするまちづくり活動

団体に、町が助成金を交付します。交付にあたり、ＮＰＯ葉山まちづくり協

会が審査を実施します。

対象

�これからまちづくり活動を始めようと考えている団体

�すでにまちづくり活動を展開中で、さらに新しい試みにチャレンジしよう

としている団体

応募要綱　葉山まちづくり協会（図書館２階）で配布

※相談期間　５月９日（日）まで（要予約）

締切　５月９日（日）　１７時必着

●公開審査会

日時　５月３０日（日）　１３時３０分から

場所　図書館ホール

　まちづくり活動団体の活動を紹介

し、いろいろなイベントも行います。

日時　５月１９日（水）～２３日（日）

場所　図書館ホールほか

※詳しくは、５月中旬に新聞折り込み

する「くれ竹通信」をご覧ください。

問合せ　ＮＰＯ葉山まちづくり協会

　�８７６－０４２１

くれ竹の郷葉山
第4回まちづくり展「出あい！」

　みじかな日常生活のなかで、「ひっ

たくり」の被害が増えています。その

被害の９割以上が女性。仕事や買い物

などから徒歩や自転車で帰る道すが

ら、バイクに乗った犯人からバッグを

奪われるケースが多くなっています。

葉山警察署からのお知らせ　　　　　　　　 �876－0110

　平和な日常生活に脅威を与える銃器

犯罪は許すことができません。

　「けん銃を見たり、けん銃を持って

いる者を知っている」という場合は通

報を。その一報がけん銃の根絶につな

がります。

　また、皆さんの家に軍用けん銃が

眠っていませんか。形見や遺品であっ

てもけん銃を持つことは法律で禁止さ

れています。軍用けん銃を発見して届

出た場合は、刑が軽減又は免除されま

すから安心してご相談ください。

けん銃のない安全な　
　　　社会を目指して
～違法銃器の根絶にご協力～

暴力団の壊滅と暴力団犯罪防止のための　　　

　　　　　　　　　　　情報提供にご協力を！

　警察は、犯罪の被害者・関係者・通

報者等の秘密や安全を守りつつ、事件

の検挙活動に努めています。

●暴力団員が空き家やマンション等の

空き室に理由もなく居座ってしまい

困っている。

●マンション等の賃貸契約後、暴力団

員風の人間の出入りが頻繁になって

困る。（暴力団事務所などに使用さ

れている。）

●不動産売買に絡んで暴力団員が介入

してきて困っている。

●交通事故等の示談交渉に暴力団員が

介入してきて困っている。

●債権・債務の権利関係に暴力団員が

介入してきて困っている。

　町民の皆さんの上記のような情報が

ありましたら、是非ご連絡ください。

ひったくりにご注意！

問合せ　ＮＰＯ葉山まちづくり協会

　�８７６－０４２１


